
入 札 者 入 札 再 入 札

業 者 名 代表者名 順 金 額 順 金 額

平成30年度板野町公共下水道　王子13工区管渠築造工事

板野町大寺

板野町公共事業に係る入札・契約の状況に関する事項

工事種別

路　線　名

工事箇所

住　　　所

予定価格

徳島県板野郡板野町大寺字泉口１２－１

四国通建工事（株）

1,483,000

1,720,000

工事概要

入 札 の 状 況

水口　眞由美

1,483,000

（様式２）

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第７条第２項の規定に基づき、次の事項を公表する。

公表日

入札日

工事年度

工　事　名

契約業者名

工　　期

指名業者

指名理由

契　約　金　額 （税込み）

着工 完成

代表者名

最低制限価格

下表入札参加業者と同様

板野町指名審査委員会により指名

整理番号 7 平成30年10月24日

平成30年10月24日 平成31年1月10日

1,601,640

路線延長　L=22.3ｍ(補助 L=15.5ｍ,　単独 L=6.8ｍ)　
　管渠工（開削工法　PRPφ 200)　L=21.6m
                  (補助 L=15.0ｍ,　単独 L=6.6ｍ)
　マンホール工　　レジン製小型マンホール　1基

平成30年10月22日 入札場所 板野町町民センター １階 「多目的ホール」

平成30年度

土木一式

AM10：30

鈴木　栄 4（有）栄建設 1,485,000

青木　宏文 無効青木建設（株）

小山　静子 失格小山建設（有） 1,481,000

林　健治 6（有）マルハ土建 1,491,000

水口　眞由美 ①四国通建工事（株） 1,483,000

東條　智之 8東條商事（株） 1,620,000

橋本　正雄（有）橋本土建 1,722,000

明松　耕一 辞退明松建設（有）

数胴　清治 7（有）幸神建設 1,499,000

吉本　義治 2（有）吉建 1,484,000

奥尾　健 2（有）奥尾工務店 1,484,000

池田　榮 5（株）池田組 1,489,000

最低制限価格未満の入札者名

小山建設（有）



平成30年度板野町公共下水道　王子13工区管渠築造工事

整理番号 7

工事名

入札業者名 代表者名 入札金額 3桁番号 入力時間 ミリ秒

1,485,000（有）栄建設 鈴木　栄 117 656H30/10/22 10時47分19秒656

無効青木建設（株） 青木　宏文 000 847H30/10/22 10時47分39秒847

1,481,000小山建設（有） 小山　静子 712 609H30/10/22 10時47分50秒609

1,491,000（有）マルハ土建 林　健治 127 742H30/10/22 10時48分00秒742

1,483,000四国通建工事（株） 水口　眞由美 619 378H30/10/22 10時48分09秒378

1,620,000東條商事（株） 東條　智之 833 718H30/10/22 10時48分16秒718

1,722,000（有）橋本土建 橋本　正雄 517 699H30/10/22 10時48分26秒699

辞退明松建設（有） 明松　耕一

1,499,000（有）幸神建設 数胴　清治 517 304H30/10/22 10時48分33秒304

1,484,000（有）吉建 吉本　義治 111 238H30/10/22 10時48分40秒238

1,484,000（有）奥尾工務店 奥尾　健 711 953H30/10/22 10時48分48秒953

1,489,000（株）池田組 池田　榮 115 621H30/10/22 10時48分57秒621

予定価格

1,483,222

1,483,000

最低制限価格

最低制限価格(切捨後)

1,720,000

入札無効業者 入札辞退業者 入札欠席業者 入札棄権業者

青木建設（株） 明松建設（有）



設計価格（税抜）

整理番号

＜　公　表　用　＞

工 事 名 平成30年度板野町公共下水道　王子13工区管渠築造工事

設計価格の内訳

直 接 工 事 費

一 般 管 理 費 等

共 通 仮 設 費

現 場 管 理 費

¥861,697

最低制限基本価格 1 , 4 8 1 , 0 0 0 円

ランダム係数

最低制限価格 1 , 4 8 3 , 0 0 0 円

7

¥137,000
¥405,000
¥318,303

1,722,000円

1 . 0 0 1 5

最低制限基本価格[税抜]＝「直接工事費×0.95＋共通仮設費×0.9＋現場管理費×0.9＋一般管理費等×0.55」

ただし、この算式により算出した最低制限基本価格(税抜き)が予定価格(税抜き)の9/10を超える場合は、予定価格の

9/10を最低制限基本価格とし、予定価格の7/10に満たない場合は予定価格の7/10を最低制限基本価格とする。


